
令和８年度 

蓮田市立学童保育所入所申込みの手引き 

 

◆令和８年４月入所の申込み◆ 

受付期間 受付場所 

【１次募集】 

申込期間  令和７年１１月５日（水）～１１月１４日（金）の平日 

     及び１５日（土） 

受付時間  午前９時～午後４時３０分 
※１５日（土）のみ午前９時～午後１時。 

 

※弟妹が育児休業明け保育園利用予約を申し込み、令和８年５月以

降に入所を希望する場合は、３ページの注意事項を確認の上、上記

期間にお申し込みください。 

※通年利用を希望するかたのみ受け付けます。長期休業期間のみの

申込みは、上記期間には受け付けませんのでご注意ください。 

保育課 

（市役所１階） 

【２次募集】 

申込期間  令和８年２月２日（月）～２月６日（金） 

受付時間  午前９時～午後４時３０分 
      ※１次募集で申し込んだかたの利用調整・入所決定後、定員に空きが

あった場合に２次募集で申し込んだかたの利用調整を行います。 

       ※長期休業期間のみの申込み期間は 2 ページをご覧ください。 

※１次募集及び２次募集の利用調整・入所決定後、定員に空きがあった場合には、令和８年２月１３日（金）

までに入所申込みのあった児童について、令和８年４月入所の利用調整を行います。 

 なお、令和 8 年 2 月９日（月）以降は長期休業期間の利用申込みのみの受付になります。 

 

◆提出書類◆（詳細は４・５ページをご確認ください。） 

①学童保育所入所申込書 

②保育を必要とする理由を証明する書類 

③該当する場合のみ必要な書類 

 

 

以下の場合の詳細については、各ページをご覧ください。 

 年度途中の入所を希望する場合    ⇒2 ページ 「年度途中の入所について」 

 長期休業期間のみ入所を希望する場合 ⇒3 ページ 「長期休業期間の入所について」 

 

 
【申込み・問合せ】 

〒３４９－０１９３ 蓮田市大字黒浜２７９９番地１ 

蓮田市教育委員会 生涯学習部 保育課 

TEL０４８－７６８－３１１１（代表） 
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入所申込みについて 

 

■入所について 
・入所の決定は抽選ではありません。学童保育所利用調整基準表（１２ページ参照）に基づ

き、優先度合を指数化し、利用調整を行った上で決定します。 

・定員を超える申込みがあった場合、入所できないことがあります。 

・入所ができなかった場合には令和９年 3 月までは待機児童として登録され、定員に空き

ができしだい、合計指数が大きい順に入所となります。 

・第１第２、第３第４など保育室が複数ある学童保育所については、児童数等が偏らないよ

うに市で入所者を調整するため、入所を希望する保育室は選べません。 

・障がいのある児童については、安心して過ごせるよう指導員を加配する場合がありますの

で、必ず申込時に障害者手帳などの写しの提出をお願いします。 

 

 

■年度途中の入所について 
 年度途中の入所を希望する場合は、入所希望月の受付期間に、保育課へお申し込みくださ

い。受付期間については以下の表にてご確認ください。 

 提出書類は一次募集と同様です。（詳細は４・５ページをご確認ください。） 

 

利用希望月 受付開始日 受付終了日 

令和 8 年 ４月※ 
令和 8 年 ２月 ２日（月） 

2月 9日(月)以降は長期休業期間の利用申込のみ 
令和８年 ２月１３日（金） 

令和８年 ５月 令和８年 ３月２５日（水） 令和８年 ４月１０日（金） 

令和８年 ６月 令和８年 ４月２０日（月） 令和８年 ５月 ８日（金） 

令和８年 ７月 令和８年 ５月２５日（月） 令和８年 ６月１０日（水） 

令和８年 ８月 令和８年 ６月２５日（木） 令和８年 ７月１０日（金） 

令和８年 ９月 令和８年 ７月２７日（月） 令和８年 ８月１０日（月） 

令和８年１０月 令和８年 ８月２５日（火） 令和８年 ９月１０日（木） 

令和８年１１月 令和８年 ９月２５日（金） 令和８年１０月 ９日（金） 

令和８年１２月 令和８年１０月２６日（月） 令和８年１１月１０日（火） 

令和９年 １月 令和８年１１月２５日（水） 令和８年１２月１０日（木） 

令和９年 ２月 令和８年１２月２１日（月） 令和９年 １月 ８日（金） 

令和９年 ３月 令和９年 １月２５日（月） 令和９年 ２月１０日（水） 

※１次募集及び２次募集の利用調整・入所決定後、定員に空きがある場合に限り、利用調整を行います。 

 



 

3 

■長期休業期間の入所について 
長期休業期間のみの入所申込み 

長期休業期間の開始月の受付期間に、保育課へお申し込みください。（受付期間について

は 2 ページの表をご確認ください。）年度が異なる春休み期間（令和７年度３月・令和８年

度４月）の入所を希望する場合、年度ごとに申込みが必要です。 

（例） 夏休み期間（７月・８月）の利用を希望する場合 

    ・・・令和８年５月２５日（月）～６月１０日（水） 

 

夏休み期間の一時退所について 

 夏休み期間（８月）のみ、家庭での保育が可能な場合に学童保育所を一時退所し、９月１

日から再入所することが可能です。令和８年７月１０日（金）までに保育課へ変更届を提出

してください。 

 

■保育所等と学童保育所を同時に申し込む場合の注意事項 
保護者が育児休業中は、学童保育所を利用することができません。学童保育所は復職する

月から利用することができます。 

復職する月によって保育所等と学童保育所の入所希望月が異なりますので、育児休業中に

保育所等と学童保育所を同時に申し込むかたの入所希望月は次のとおりとしてください。 

 

育児休業を取得中で、保育所等の４月入所を申し込むかた（１次募集及び２次募集） 

（例１）保育所等の４月入所を希望し、５月中に復職する場合 

→学童保育所の入所希望月は５月 

（例２）保育所等の４月入所を希望し、４月中に復職する場合 

→学童保育所の入所希望月は４月 

 

育児休業明け保育園利用予約事業を利用し、保育所等の入所を申し込むかた（１次募集のみ） 

（例１）保育所等の７月入所を希望し、７月中に復職する場合 

→学童保育所の入所希望月は７月 

（例２）保育所等の７月入所を希望し、８月中に復職する場合 

→学童保育所の入所希望月は８月 

 

年度途中の入所を申し込むかた（１次募集及び２次募集以外） 

（例）保育所等の５月入所を希望し、６月中に復職する場合 

→学童保育所は６月入所申込み 

※復職する月の前の月に学童保育所の入所申込みをした場合、その月から学童保育所を利用

することはできません。復職する月からあらためて利用調整を行います。 

※年度途中の申込受付期間は２ページをご確認ください。 
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■学童保育所の入所申込みに必要な書類 

 以下（１）～（３）の書類をご準備ください。 

 

（１）学童保育所入所申込書 

 

（２）保育を必要とする理由を証明する書類 

 （２人以上同時に申し込む場合は、原本１部以外はコピー添付による提出可） 

保護者の状況 
提出書類 

※証明書・診断書などは、発行から３か月以内のものが有効です。 

就労 

（内定を含む。） 

企業等に就労 ①就労証明書※₁（月６４時間以上の就労がわかるもの） 

自営業主 

①就労証明書※₁（月６４時間以上の就労がわかるもの） 

②いずれかのコピー 

 ・最新分の所得税確定申告書 

 ・営業許可書 

 ・請負契約書 

・受注表 

・開業届（届出日から 3 か月以内の場合のみ有効）  

自営業協力者 

①就労証明書※₁（月６４時間以上の就労がわかるもの） 

②いずれかのコピー 

・最新分の所得税確定申告書 

・源泉徴収票 

・給与明細書 

内職 ①就労証明書※₁（月６４時間以上の就労がわかるもの） 

妊娠・出産 
①母子健康手帳の写し 

（表紙と出産予定日が確認できるページ） 

疾病・障がい 

①いずれかひとつ 

・医師の診断書（「保育ができない」ことの記載が必要） 

・障害者手帳・療育手帳の写し 

同居親族などの介護・看護 
①介護・看護状況申立書※₁、 

②介護、看護を必要とする人の診断書･障害者手帳の写し 

災害復旧 ①罹災証明書 

求職活動 ①就労確約書※₁※₂ 

就学（就学予定を含む。） ①就学状況証明書※₁ 

虐待・DV ①保育の必要性がわかる第三者機関の証明 

※１ 市が定めた様式をご提出ください。 

※２ 「求職活動」のかたが就労を開始したときは、就労証明書等を追加提出してください。 
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（３）該当する場合のみ必要な書類 

（２人以上同時に申し込む場合は、原本１部以外はコピー添付による提出可） 

世帯の状況等 
必要書類 

（証明書などは発行から 3 か月以内のものが有効） 

６５歳未満の祖父母と同居 ①保育が必要なことを証明する書類 ※１ 

保護者が障害者手帳などを所持 

①障害者手帳等のコピー 

手帳番号、本人欄、障害名、交付履歴等（記載がある場合）が

確認できるもの 

ひとり親 

①いずれかのコピー 

・児童扶養手当証書 

・児童扶養手当認定通知書 

・ひとり親家庭等医療費受給資格証 

もしくは 

・戸籍全部事項証明書（原本） 

離婚調停（裁判）中 ①離婚調停（裁判）中であることを証明する書類 

保護者が蓮田市内の認可保育所等で保育士

（保育教諭）として週２５時間以上就労（予

定を含む）。※2 

①保育士等の子どもの保育施設優先利用に関する誓約書※３ 

②保育士証のコピー 

生計中心者の失業※４ ①倒産、解雇されたことが確認できる書類 

生活保護世帯 ①生活保護受給証明書 

学童保育料の減免を申請する ①学童保育所保育料減免申請書（６ページ参照） 

申請児童が障害者手帳などを所持 

①障害者手帳等のコピー 

手帳番号、本人欄、障害名、交付履歴等（記載がある場合）が

確認できるもの 

※１ ４ページ「（２）保育を必要とする理由を証明する書類」に準じてご用意ください。 

※２ 蓮田市内認可保育所、認定こども園（保育部分に限る。）、地域型保育施設にて保育士（保育教諭）

として就労している（予定を含む。）場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際

に就労していても加点を行うことができません。 

※３ 市が定めた様式をご提出ください。 

※４ 勤めていた会社等が倒産した場合や、会社等から解雇された場合等、生計中心者が自己都合によら

ない失業をした場合、利用調整において加点を行います。未提出の場合、実際に失業していても加

点を行うことができません。 

. 
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■令和８年４月入所までの流れ（１次募集） 

申込書の配布 

市役所保育課、プレックス・キッズ（蓮田駅西口行政センター内）、

各学童保育所で申込書及び関係書類を配布します。 

申込書等は市ホームページからもダウンロードできます。 

 

↓ 

 

 

申込書の提出 受付場所 市役所保育課 

 

申込書と添付書類を期限内に提出してください。弟妹が育児休業明

け保育園利用予約を申し込み、令和８年５月以降に入所を希望する

場合も、左記期間にお申し込みください。 

 

↓ 

 

入所選考 
提出書類をもとに審査します。必要に応じて、入所決定前に面接を

実施する場合があります。 

 

↓ 

 

利用調整結果の通知 

（令和８年 2 月上旬頃） 

申込者宛てに、郵送で令和８年４月からの学童保育所への入所可否

を通知します。 

 

↓ 

 

面接 入所が決定したかたを対象に、学童保育所で面接を行います。 

 

↓ 

 

登所開始 

（令和８年４月１日～） 
事前に、登所開始日を各学童保育所に連絡してください。 

 

 

■申込み後及び入所決定後の注意事項 
・申込み時に必要書類に不備がある場合は、受付できない場合があります。必ず必要書類を

一式揃えた上で申込みをしてください。郵送での受付は行っていません。 

・就労状況の確認のため、勤務先に問い合わせることがあります。 

・申込書類に虚偽の記載や証明書の内容が著しく事実と異なっていることが認められた場合

は、入所決定を取消すことや退所していただくことがあります。 

・入所申込みの受付後に、提出書類の内容の確認や、新たな書類の提出をお願いすることが

あります。 

令和７年１１月５日（水） 

～ 

１１月１５日（土） 
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学童保育所について         

■学童保育所とは 
 学童保育所は、保護者が就労などにより放課後等において保育が必要な市内の小学校に就

学する児童を対象に、生活の場を確保し、児童の健全育成を図ることを目的とする施設です。 

 蓮田市立学童保育所では、多様なサービスの提供のため、指定管理者制度を導入し、民間

事業者のノウハウを活用した運営を行っています。 

 

■入所要件（保育を必要とする理由） 
 学童保育所への入所を希望する場合は、次のいずれかに該当する必要があります。 

就労 

フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など、基本的にすべての就労 

（月６４時間以上の就労） 

※無収入のボランティア活動、手伝い等は就労とは認められません。 

※育児休業中は学童保育所を利用することができません。復職する月から入所を希望

することができます。 

妊娠・出産 

妊娠中であるか出産後間もない。 

※保育実施期間は、出産又は出産予定日から起算して８週間前の日の属する月の１日

から、出産又は出産予定日から起算して８週間後の日の属する月の末日まで。 

保護者の 

疾病・障がい 
病気、けが、心身に障がいを有している。 

親族の介護・看護 
親族（長期間入院等をしている親族を含む）を常時介護又は看護している。 

（月６４時間以上の介護・看護） 

災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。 

求職活動 

求職活動（起業予定を含む）を継続的に行っている。 

※保育実施期間は、利用開始した日から３か月。３か月以内に学童保育所を利用でき

る基準を満たさない場合は、退所となります。 

就学 
職業訓練校、専門学校、大学などに通っている。 

（月６４時間以上の就学） 

虐待やＤＶの 

おそれがあること 

家庭内において児童虐待を行っている又は再び行われる恐れがあると認められる。 

配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められる。 

 

 

 

 

 

 



 

8 

■保育時間 
保護者の就労時間等により、必要最低限の範囲内で利用が可能です。 

授業がない土曜日は、合同保育を実施しています。 

平日 放課後～午後７時 

土曜日 午前７時３０分～午後６時３０分 

学校の休業日等 午前７時３０分～午後７時 

■閉所日 
日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、 

その他市長が特に必要と認めた日（感染症の流行や自然災害等により臨時に学級閉鎖とな

った場合など） 

■学童保育料・おやつ代 
学童保育料（市に納入）                                

 ・月額  ７，０００円  ※学童保育料の減免制度があります（９ページ参照）。 

              ※登所日数による日割り計算等は行いません。 

学童保育料の納入には、口座振替をご利用ください。入所決定後に、口座振替の手続き

が必要です。口座振替を利用していた過年度在籍児童は、口座情報を引き継ぎますので手

続きは不要ですが、その兄弟姉妹が新たに入所する場合は手続きが必要です。 

 ・手続き方法  口座振替を希望する月の１０日までに、「口座振替依頼書」を保育課へ 

 ・持ち物    キャッシュカード（暗証番号の入力要）、本人確認書類（運転免許証等） 

・口座振替日  毎月月末（１２月のみ２５日、金融機関休業日の場合は翌営業日） 

 ※口座振替の手続きが済んでいない場合や残高不足等で口座振替がで 

 きなかった場合は、送付する納付書で納期限までにお支払いください。 

 

おやつ代（指定管理者に納入）                             

 ・月額  ２，０００円 

納入は、原則口座振替のみとなります。入所決定後に別途ご案内します。 

 

学童保育料等の滞納について                              

 正当な理由なく学童保育料の滞納が続いた場合には、退所となることがあります。また、

申込時に保育料等（保育園保育料・公立保育所延長保育料・公立保育所副食費・学童保育料・

学童おやつ代）に滞納がある場合は、未納分の保育料を納入するか、保育課へ「生活状況申

立書兼調査書」と「納付誓約書」の提出がないと、申込みを受け付けることができませんの

であらかじめご了承ください。 

 

その他                                        

 万一のけがや事故の備えとして、スポーツ安全保険に年間掛金８００円（変更の可能性あ

り）で加入することができます。詳細は、指定管理者へお問い合わせください。 
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学童保育料の減免制度                                

就学援助制度で要保護・準要保護世帯と認定された世帯を対象に、学童保育料を減免しま

す。減免を受けるためには年度ごとに申請が必要です。就学援助制度と学童保育料の減免制

度は異なる手続きのため、忘れずにそれぞれの申請を行ってください。 

  

 ・申請方法  入所予定月の前月末日までに「学童保育所保育料減免申請書」を保育課に

提出するか、インターネットを利用した電子申請よりご申請ください。 

       ※減免は、その年度に限り就学援助の認定月に遡り適用します。 

       ※就学援助の認定日が月途中の場合、翌月からの適用になります。 
 

・減免決定後の保育料 

世帯の区分 月額保育料 

要保護世帯 ０円 

準要保護世帯（うち、ひとり親世帯） ０円 

準要保護世帯 ２，０００円 

※おやつ代の減免制度はありません。 
 

 ・注意事項  就学援助制度の認定が決定（例年６月下旬）し、学童保育料の減免が決定

するまでの期間（例年４月～６月分）は、通常の月額学童保育料７，０００

円を納めていただきます。減免決定後に過納分を還付（返金）します。 
 

 ・手続きの流れ 

学童保育料の減免申請 

就学援助制度の申請 

 

学童保育料の減免申請（保育課へ） 

減免申請書は各学童保育所、保育課（蓮田市役所１階）で配布

するほか、市ホームページからダウンロードできます。 

就学援助制度の申請（学校教育課へ） 

学校教育課での申請が必要です。申請書は各小学校及び学校教

育課（蓮田市役所１階）で配布します。期限までに忘れずに申

請してください。（令和８年３月中旬～下旬） 

↓ 

就学援助制度の認定 

（令和８年６月下旬） 

就学援助制度の認定及び保育料の減免決定までの期間は、通常の学童保育料をお支払いください。 

↓ 

減免決定 

（令和８年７月上旬） 

減免が決定したかた 

決定通知書を送付します。以降は減免決定後の保育料をお支払

いください。過納金は還付（返金）します。手続きについては

対象者に別途お知らせします。 

減免対象外のかた 

却下通知書を送付します。引き続き月額保育料をお支払いくだ

さい。 

電子申請用ＱＲコード 
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学童保育所の利用について 

■利用にあたっての注意事項 

 ・学校から直接学童保育所に来てください（荷物を家に置きに帰ることのないように）。 

 ・おもちゃ、菓子類、金銭、危険物等を持ち込ませないでください。 

 ・塾、通院、夏休みのプール等の保育時間中の外出は、時間帯等によって可能です。その

場合は、指導員への確約書の事前提出と、大人から大人への引き渡しが必要となります。 

 ・お休みの場合は必ず学童保育所に連絡し、無断欠席はしないでください。 

 ・持ち物（衣服の予備、タオル等）すべてに記名をしてください。 

 ・給食がない日には、昼食と飲み物等を準備できないため、必ず持たせてください。 

 

■帰宅について 

 ・１年生については、必ず家族のかたがお迎えに来てください。 

・２年生以上についても、家族のかたによるお迎えが原則ですが、指導員に相談の上確約 

書を提出した場合、保護者の責任のもと、ひとりで帰宅が可能です。 

 ・児童の安全のため、通学路の安全確認をご家庭で行ってください。 

 

■その他 

 ・児童に基礎疾患やアレルギー等がある場合は、児童の安全のため必ず家庭状況票に記入

してください。 

・保育時間中に起きた体調の変化や事故などにより、緊急を要する場合は、家庭状況票に 

記載の緊急連絡先や勤務先に電話をします。 

・体調不良については、必ず在籍学童保育所に電話で連絡してください。 

・児童が感染症等を患った場合等の学童保育所への登所は、原則学校の登校基準に準じま

す。集団感染防止のため、無理な登所は極力避けてください。 

・次の場合等は、保育をお断りすることがあります。  

  ◇インフルエンザや感染症等により、学級（学年・学校）閉鎖で登校しないとき。 

  ◇台風などにより、学校が臨時休校になったとき。 

  ◇開所時間以前に大規模災害等が発生したとき。 
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■各種届出 
・申込み内容の変更には変更届の提出が必要です。 

・申込みを取り下げる場合は、すみやかに保育課へ入所申込取下届を提出してください。 

・入所決定後に入所を辞退する場合は、入所予定月の前月末日までに保育課へ入所取消届を

提出してください。 

・退所する場合は、退所希望月の末日までに在籍学童保育所へ退所届を提出してください。 

・届出には、インターネットを利用した電子申請でのお手続きが可能なものもございます。 

下記の QR コードよりご申請ください。 

 

申込み内容等に変更が生じた場合の届出一覧 

番号 内容 提出書類 提出期限・提出先 
電子申請用 

QR コード 

1 
申込みを取り下げる場

合 
入所申込取下届 すみやかに保育課へ 

 

2 
入所決定後に入所を 

辞退する場合 
入所取消届 

入所予定月の前月末日 

までに保育課へ 

 

3 

５、６以外について 

申込時の内容の変更 

（住所や家庭状況 

などの変更） 

変更届出書  すみやかに保育課へ 

 

4 退所する場合 退所届 

退所希望月の末日までに、 

在籍学童保育所へ 

（例）５月から利用しない 

場合は、４月末まで 
 

5 
保育を必要とする 

理由の変更 

変更届出書、 

保育を必要とする理由 

を証明する書類 

すみやかに保育課 

もしくは在籍学童保育所へ 
 

6 
勤務先や就労状況 

の変更 

変更届出書、 

就労証明書等 

すみやかに保育課 

もしくは在籍学童保育所へ 
 

7 
就労証明書の雇用 

期間が更新された場合 
就労証明書 

すみやかに保育課 

もしくは在籍学童保育所へ 
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学童保育所利用調整基準表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父 母

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

6 6

5 5

4 4

2 妊娠・出産 10

10 10

8 8

6 6

10 10

9 9

7 7

5 災害復旧 10 10

求職中 3 3

8 虐待・ＤＶ 10 10

9 不存在 10 10

備考

④同居親族等の介護・看護は、三親等以内の親族を対象とする。

1 就　労

就労・自営

週４０時間以上の就労を常態

１．実施基準

番号 類型
保　護　者　の　状　況 実施指数

細　　　　　目

出産予定日の前後８週間

週３５時間以上の就労を常態

週３０時間以上の就労を常態

週２５時間以上の就労を常態

週２０時間以上の就労を常態

週１６時間以上の就労を常態

内　職

週３５時間以上の就労を常態

週２５時間以上の就労を常態

週１６時間以上の就労を常態

10 10

精神疾患

自宅療養で週３日以上の通院を常態

自宅療養で週１～２日以上の通院を常態3 疾病・障がい

疾　病

入院若しくは入院に相当する治療又は安静を要する自宅療養で、常に病
臥

身体障害者手帳４級以下

障がい

身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～３級、療育手帳
Ⓐ・Ａ

身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ・Ｃ

5～10 5～10

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に従事

6 求職活動
就労内定・起業予定

就労が内定又は起業を予定
※該当する就労の基準に準じた指数から１を減じた指数とする。

3～9 3～9

求職中（就労先未定）

4
同居親族等の
介護・看護

同居親族等（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護
※就労・自営の基準に準じた指数とする。

7 就　学

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学
※就労・自営の基準に準じた指数とする。

5～10 5～10

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学内定
※就労・自営の基準に準じた指数から１を減じた指数とする。

4～9 4～9

児童虐待防止法第２条又は配偶者暴力防止法第１条の対象者

死亡、行方不明、拘禁、離婚（離婚調停中を含む。）等

①父母それぞれの指数を算出し、合算した点数を世帯の実施指数とする。

②保護者の就労証明書が２以上ある場合には、就労時間は合算し、指数を決定する。

③就労の時間には、休憩時間を含み、残業時間・通勤時間を含まないものとする。
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項目 番号 調整指数

1 +6

2 +1

3 +1

4 +3

5 +１

6 +5

7 +10

8 +8

9 +5

10 +20

12 +10

13 +6

14 +4

15 +１

16 -5

17 -1

備考

選考方法

２．調整基準

細　　目

保護者
の状況

生計中心者の失業

父母のいずれかが単身赴任、入院等の理由により３か月以上不在（予定を含む。）

育児休業明け

保護者が身体障害者手帳４級以下を所持

保護者が市内保育所等において、保育士又は保育教諭として週２５時間以上就労（予定を含
む。）

保護者が身体障害者手帳３級以上、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持

■合計指数が同点の場合は、別添の同一指数世帯の優先順位表に基づき優先順位を決定し、利用を決定しま
す。

②調整指数は、必要書類により確認できる場合に適用する。

④番号２の単身赴任は、事業主からの職務命令によるものとし、自己都合の場合は適用しない。

⑤番号４・５は、当該保護者の実施基準の類型が「障がい」以外の場合に適用する。

⑥番号６の保育所等とは、保育所、認定こども園（保育部分に限る。）及び地域型保育事業をいう。

⑧番号１７は、辞退した年度の利用調整において適用する。

■学童保育所の各施設利用希望者が定員を超えた場合などは、提出書類等で確認した内容に基づき利用調整を
行い、合計指数の高い方から利用を決定します。

世帯の
状　況

⑦番号７・８・１６は、住民票が世帯分離されていても、丁目地番号まで同一の場合は同居とみなす。

③番号１の失業は、倒産・解雇等によるものとし、自己都合の場合は適用しない。

減算項目

同居の祖父母（６５歳未満）が無職で、入所希望児童の補完的な保育が可能

入所内定後に、自己都合により辞退した場合（一回につき）

生活保護世帯

要支援世帯（児童福祉等の観点から特に調整が必要とされる場合）

①調整指数の加点・減点は、実施指数に対して行う。

児童の
状　況

対象児童が１年生

対象児童が４年生

対象児童が２年生

ひとり親世帯（同居の親族がいない。）又は両親不存在

ひとり親世帯（同居の親族がいる。）

対象児童が３年生
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同一指数の場合の優先順位表

優先順位

第１順位

第２順位

第３順位

第４順位

第５順位

第６順位 生年月日が遅い児童

細　　目

学年が低い児童

次のいずれかの世帯に該当
　①ひとり親世帯又は両親不存在世帯
　②生活保護世帯
　③要支援世帯（児童福祉等の観点から特に調整が必要とされる場合）

実施基準指数が高い世帯

同居の祖父母（６５歳未満）がいない児童

養育している小学校３年生以下の児童が多い世帯（利用希望日が属する年度時点）
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■学童保育所一覧 
学校名 学童保育所名 電話番号 所在地・目印 定員 

蓮田中央

小学校 
中央学童保育所 

第１・第２ 769-4444 
関山３－６－１０ 

蓮田中央小学校北側 

６０人 

第３・第４ 764-5877 ６０人 

第５・第 6 090-8028-7708 
関山３－６－１ 

蓮田中央小学校内 
６０人 

黒浜西 

小学校 
黒浜西学童保育所 

第１ 765-5250 
西新宿３－８４ 

黒浜西小学校南側 
３６人 

第２ 769-0511 
西新宿３－８４ 

黒浜西小学校内 
３０人 

蓮田南 

小学校 

蓮田南学童保育所 

（１～３年生のみ） 
768-6141 

蓮田２－１８２ 

児童センター２階 
５５人 

蓮田ねがやど 

学童保育所 

第１・第２ 765-0955 
蓮田４－７７ 

蓮田ねがやど保育園東側 

６０人 

第３・第４ 764-3000 ６０人 

黒浜南 

小学校 
黒浜南学童保育所 

第１ 764-2308 
黒浜７２２ 

黒浜南小学校内 
６０人 

第２ 768-7711 

平野 

小学校 
平野学童保育所 766-0521 

井沼９３５－１ 

平野小学校北側 
３０人 

蓮田北 

小学校 
蓮田北学童保育所 766-1121 

閏戸３２３２－６ 

蓮田北小学校西側 
３０人 

黒浜 

小学校 
黒浜学童保育所 第１・第２ 765-1666 

黒浜３０６９ 

黒浜小学校内 
６０人 

黒浜北 

小学校 
黒浜北学童保育所 第１・第２ 765-8880 

南新宿８００ 

黒浜北小学校内 
５５人 

 

■土曜日保育実施施設 
土曜日保育実施施設 利用対象者 

中央学童保育所☆ 
中央学童保育所第１・第２、中央学童保育所第３・第４、 

中央学童保育所第５・第 6、蓮田北学童保育所利用者 

黒浜西学童保育所第１ 
黒浜西学童保育所第１・第２、黒浜北学童保育所第１・第２、 

平野学童保育所利用者 

黒浜学童保育所☆ 黒浜学童保育所第１・第２、黒浜南学童保育所第１・第２利用者 

蓮田ねがやど学童保育所第１・第２ 
蓮田南学童保育所、蓮田ねがやど学童保育所第１・第２、 

蓮田ねがやど学童保育所第３・第４利用者 

※☆印がある施設では、隔月等で施設を変更して合同保育を行っています。 

※入所者の利用状況に応じて、実施施設や利用対象者が変更となる場合があります。 
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